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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　慣性分離器（２６）を有するブラシレス電気モータであって、
　固定子筐体（２）内に設けられた固定子（３）と、
　回転軸（５）に対して前記固定子（３）と同心状に設けられた回転子（４）と、
　筐体底（９）とを備え、前記筐体底（９）は、前記固定子筐体（２）の内部に位置し且
つ前記固定子（３）を収容する固定子空間（１１）を、前記回転子（４）を収容する回転
子空間（１２）から分離するように、前記回転子（４）と前記固定子（３）との間に径方
向に拡がって形成された環状ギャップ（８）を貫通して延びる非磁性部分（１０）を有し
、
　前記電気モータ（１）は、慣性分離器（２６）に接続され、
　前記電気モータ（１）の前記回転子（４）は、前記慣性分離器（２６）の回転子（２７
）に駆動接続され、
　前記慣性分離器（２６）の分離器筐体（２８）は、前記慣性分離器（２６）の前記回転
子（２７）が設けられている未処理空間（２９）を取り囲み、
　前記筐体底（９）は、前記回転子空間（１２）が前記未処理空間（２９）に向かって開
口するように、前記分離器筐体（２８）の前記電気モータ（１）に対向する側に設けられ
、
　前記筐体底（９）の前記非磁性部分（１０）に、前記未処理空間（２９）とは反対側に
向かって延びる流出口導管（１５）が設けられ、
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　前記流出口導管（１５）は、前記回転子空間（１２）に連通すると共に、前記固定子空
間（１１）を貫通して前記固定子筐体（２）からその外部に延びていることを特徴とする
電気モータ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気モータにおいて、
　前記非磁性部分（１０）は、前記回転子（４）および前記固定子（３）と同軸状に前記
環状ギャップ（８）に設けられた円筒部分として設計されていることを特徴とする電気モ
ータ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気モータにおいて、
　前記回転子空間（１２）は、前記固定子空間（１１）とは逆側に開口しており、
　前記回転子（４）は、前記開口を通って前記回転子空間（１２）へ突出していることを
特徴とする電気モータ。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記固定子筐体（２）には、前記電気モータ（１）の電気的および／または電子的な構
成要素のための少なくとも１つの回路基板（１７）が設けられ、
　前記少なくとも１つの回路基板（１７）は、前記流出口導管（１５）が貫通する開口部
（１８）を備えていることを特徴とする電気モータ。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記回転子（４）は、回転子軸受（２０）に回転可能に取り付けられ、
　前記回転子軸受（２０）は、前記筐体底（９）に支持された軸受支持部（２１）に設け
られていることを特徴とする電気モータ。
【請求項６】
　請求項５に記載の電気モータにおいて、
　前記軸受支持部（２１）は、露受皿として設計されると共に、前記回転子軸受（２０）
が設けられる流出口（２４）を有していることを特徴とする電気モータ。
【請求項７】
　請求項６に記載の電気モータにおいて、
　前記流出口（２４）は、前記回転子空間（１２）に通じていることを特徴とする電気モ
ータ。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記固定子（３）は、前記固定子筐体（２）と前記筐体底（９）との間に設けられてい
る固定子支持部（１３）に取り付けられていることを特徴とする電気モータ。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記固定子筐体（２）は、前記固定子支持部（１３）を介して、周辺部に取り付け可能
であることを特徴とする電気モータ。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記固定子支持部（１３）は、熱伝導材料、例えばアルミニウム、または、銅、または
、真鍮でできていることを特徴とする電気モータ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記電気モータ（１）の前記回転子（４）は、内部回転子として設計されていることを
特徴とする電気モータ。
【請求項１２】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
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　前記電気モータ（１）の前記回転子（４）は、外部回転子として設計されていることを
特徴とする電気モータ。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記回転子（４）は、少なくとも１つの永久磁石（７）を有していることを特徴とする
電気モータ。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記電気モータ（１）の内部回転子として設計された回転子（４）の前記筐体底（９）
の前記非磁性部分（１０）は、径方向の外面で前記固定子（３）に接触していることを特
徴とする電気モータ。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか１項に記載の電気モータにおいて、
　前記流出口導管（１５）は、前記未処理空間（２９）とは反対側に向かって、前記回転
軸（５）の方向に延びることを特徴とする電気モータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、慣性分離器を駆動するための電気モータに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特別な用途においては、液体に晒されている、または、液体を伴って動作する装置を駆
動するために、電気モータが使用される場合がある。例えば、電気モータは、液体ポンプ
を駆動するために使用されてもよいし、内燃機関のブローバイガス配管における油残渣な
どを分離するための、遠心分離器、または、他の慣性分離器を駆動するために使用されて
もよい。これらの用途では、電気モータの内部へそれぞれの液体が浸透するのを防止する
必要がある。このために、シーリングされた筐体を電気モータに設けること、および、電
気モータの回転子シャフトをラジアルシールによって封止して筐体から外部に延ばすよう
に設計することは原則的に可能である。このようなラジアルシールは、比較的高価であり
、電気モータの動作中に摩損に晒されている。その結果、ラジアルシールは、時が経つと
密でなくなる可能性がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、電気モータのために、特に永続的で効果的なシーリングを特徴とする
改善された形態を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、独立請求項の対象により本発明に基づいて達成される。有利な形態は、従
属請求項の対象である。
【０００５】
　本発明は、固定子を収容する固定子空間を、筐体底によって、回転子を収容する回転子
空間から分離する、という概念に基づくものである。この分離を実施するために、前記筐
体底は、非磁性部分によって、回転子と固定子との間に径方向に拡がって形成された環状
ギャップを貫通している。この設計により、固定子空間を密閉する固定子筐体に、固定子
を収容することができる。この場合、固定子および電気モータの他の構成要素、特に電子
構成要素は、固定子筐体において不純物、特に有害な液体から保護されている。これに対
し、回転子は、実質的にはさらに他のシーリング手段なしで個々の装置を駆動するために
使用されてもよい。この場合、液体との回転子の接触は重要ではない。なぜなら、各液体
は、固定子空間に浸透し得ないからである。電子整流のために、電気モータはブラシ無し
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で動作する。その結果、回転子と固定子との間の物理的接触は不要である。
【０００６】
　有利な形態では、筐体底の非磁性部分に、流出口導管が設けられていてもよい。流出口
導管は、好ましくは円筒形に設計された回転子空間に連通すると共に、固定子空間を貫通
して固定子筐体から外部に延びている。この場合、固定子筐体を通る流出口導管の設計を
、簡単に封止して且つ低コストで実施することができる。なぜなら、固定子筐体と流出口
導管との間に相対運動が生じないからである。
【０００７】
　他の有利な形態では、回転子軸受によって回転するように回転子が設けられている軸受
支持部は、露受皿として設計されていてもよく、回転子軸受が設けられた流出口を有して
いてもよい。電気モータの動作中に、液体、例えば油は、露受皿に入り、流出口から流出
する。このため、この流出口は特に回転子空間に通じていてもよい。流出する油は、必然
的に回転子軸受を通って運ばれ、それゆえ、回転子軸受には、自動的に油が差される。回
転子空間へ流れる油は、前記流出口導管を通して除去することができる。
【０００８】
　本発明のさらに重要な特性および利点は、従属請求項、図面、および、図面に基づく図
の説明から分かる。
【０００９】
　前記および以下でさらに説明する特性は、それぞれ説明される組み合わせにおいてだけ
ではなく、本発明の範囲を超えることなく、その他の組み合わせで、または、単独で使用
可能なことは自明である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の好ましい実施形態を、図に示し、以下の記載においてより詳しく説明する。
【００１１】
　図１によれば、本発明の電気モータ１は、固定子筐体２と、固定子筐体２に設けられた
固定子３と、回転軸５に対して固定子３と同心状に設けられた回転子４とを備えている。
電気モータ１は、ブラシレス電気モータ１として設計されている。固定子３は、回転軸５
を中心として回転する電磁場を生成するための少なくとも１つの電磁コイル６を有してい
る。回転子４は、電磁力によって回転子４にトルクを導入できるように、少なくとも１つ
の永久磁石７を有している。
【００１２】
　回転子４と固定子３との間に、環状ギャップ８が径方向に拡がって形成されている。こ
の環状ギャップ８も、回転軸５と同心状に延びている。
【００１３】
　さらに、電気モータ１には、筐体底９が備えられている。この筐体底９は、回転軸５に
対して実質的に交差して延びている。また、筐体底９は、電気モータ１の他の構成要素に
対して、回転軸５と同軸に筐体底９に設けられた非磁性部分１０によって環状ギャップ８
を貫通するように、設計され且つ設けられている。したがって、前記部分１０も、固定子
３と回転子４との間に径方向に、且つ、特に回転軸５に対して同心状に延びている。さら
に、筐体底９は、固定子空間１１を回転子空間１２から分離するように設計され且つ設け
られている。なお、固定子空間１１は、固定子筐体２の内部に位置し、固定子空間１１に
は、固定子３が設けられている。また、回転子空間１２には、回転子４が設けられている
。環状空間８へ延びる前記部分１０は、非磁性であるように設計されており、例えば、プ
ラスチックでできているので、固定子３の少なくとも１つのコイル６の電磁力は、実質的
に妨害されることなく回転子４を駆動することができる。同時に、回転子４と固定子３と
の間を封止して分離することができる。特に、固定子筐体２は、固定子空間１１を外部か
らしっかりと密閉できる。
【００１４】
　この場合において、固定子３は、硬度が比較的高いことを特徴とする固定子支持部１３
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に取り付けられている。固定子支持部１３は、例えば、金属でできている。固定子支持部
１３は、電気モータ１の動作中に少なくとも１つのコイル６によって生成される熱を固定
子空間１１から放散させるために、熱伝導体として設計されていることが好ましい。この
目的のための適切な熱伝導材料としては、アルミニウム、または、銅、または、真鍮、お
よび／または、これらの合金などが挙げられる。固定子支持部１３は、固定子筐体２の内
部から熱を外へ向けて伝えるヒートシンクとして機能することができるように、固定子筐
体２と筐体底９との間に回転軸５に対して軸方向に設けられ、一種の中央開放の中間底部
を形成している。さらに、固定子３と固定子支持部１３との間の接触は、熱伝導が集中的
に行なわれるように、出来るだけ大きな面積でなされている。固定子支持部１３には、一
方では固定子筐体２が例えば少なくとも１つのネジ１４によって取り付けられている。ま
た、固定子支持部１３には、他方では筐体底９が取り付けられている。対応する固定場所
はここには示されておらず、同じくネジによって形成されてもよい。固定子支持部１３に
よって、固定子筐体２、および、電気モータ１全体を、対応する周辺部に取り付けること
ができる。この周辺部は、例えば支持構造であり、この支持構造には、その各用途の範囲
内において電気モータ１が取り付けられている。
【００１５】
　非磁性部分１０は、回転子空間１２を取り囲んでおり、好ましくは円筒形部分として設
計されている。回転子空間１２は、固定子空間１１とは逆側に開口している。この開口は
、設置状態において上側にある。回転子４は、この開口を通って回転子空間１２へ突出し
ている。ここに示す好ましい実施形態では、非磁性部分１０に流出口導管１５が設けられ
ている。この流出口導管１５は、回転子空間１２に連通し、固定子空間１１を貫通して固
定子筐体２から外部に延びている。流出口導管１５は、回転軸５と同心状且つ同軸状に延
びている。固定子筐体２を通るブッシングは、適切な方法で、例えばＯリング１６によっ
てシーリングされている。流出口導管１５は、円筒形部分１０に一体化して設計されてい
ることが好ましい。同じく、円筒形部分１０は、筐体底９に一体化して設計されているこ
とが好ましい。筐体底９は、円筒形部分１０と流出口導管１５とを一体型構成要素として
有する、プラスチックからなる射出成形部品であることが好ましい。
【００１６】
　固定子空間１１には、電気モータ１の様々な構成要素、例えば、電気的または電子的な
構成要素が収容されていてもよい。特に、このような電気的および／または電子的な構成
要素のための回路基板１７が、固定子空間１１に設けられていてもよい。この回路基板１
７は、回転軸５を中心として設けられた開口部１８を備え、この開口部１８を流出口導管
１５が貫通している。回路基板１７は、図のようにネジ１９、または、他の取付手段によ
って、固定子筐体２に取り付けられている。　回転子４を回転するように設けるため、軸
受支持部２１に設けられた回転子軸受２０、好ましくはラジアル軸受が備えられている。
回転子４は、回転子シャフト２２によって回転子軸受２０に取り付けられており、さらに
、回転子軸受２０を介して軸受支持部２１に軸方向に支持されている。これに対し、軸受
支持部２１は、筐体底９に軸方向に支持されており、図のように例えばネジ２３によって
、または、他の取付手段によって、筐体底９に固定されていてもよい。
【００１７】
　軸受支持部２１は、好ましくは露受皿として設計されており、中央の流出口２４を有し
ている。流出口２４には、回転子軸受２０が設けられている。露受皿としての構成は、軸
受支持部２１では、軸受支持部２１が、回転軸５に対して径方向の外側に位置するカラー
２５を備え、カラー２５は、軸方向に突出し、環の形に閉じており、流出口２４は、設置
状態において、カラー２５よりも低い位置にあるということによって達成される。設置状
態において、軸受支持部２１すなわち露受皿は、上に向かって開いており、それゆえ、上
から来る液体を集め、流出口２４を通して排出することができる。流出口２４は、回転子
空間１２に向かって開いており、それによって、流出口２４と、回転子空間１２および最
終的には流出口導管１５との間に連絡接続が形成される。
【００１８】
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　便宜上、非磁性部分１０は、固定子３に対して径方向に支えられており、一方、同時に
、回転子４からは径方向に間隔を維持できるような寸法に設計されている。
【００１９】
　ここに示す改善された実施形態では、回転子４は、いわゆる内部回転子として設計され
ている。なぜなら、回転子４は、固定子３に対して径方向の内側に設けられているからで
ある。内部回転子では、固定子３が環状に設計されている。しかしながら、回転子４が、
環状の設計と径方向の内部に位置している固定子３とを特徴とするいわゆる外部回転子と
して設計されている実施形態も実質的には可能である。
【００２０】
　基本的に、電気モータ１は、任意の装置を駆動するのに適している。流体、特に液体を
伴って動作する装置を駆動するために電気モータ１を使用することは特に有利である。電
気モータ１は、例えばポンプを駆動するために使用されてもよい。
【００２１】
　ここに示す実施形態では、電気モータ１は、慣性分離器２６を駆動する機能を果たす。
このような慣性分離器２６を、混入した油およびその他の残渣を除去してブローバイガス
を清浄にするために、特に、原動機付車両に設けられている内燃機関と共に使用してもよ
い。同様に、このような慣性分離器を、内燃機関の潤滑油回路の副流を清浄にするために
使用してもよい。慣性分離器２６は、電気モータ１の回転子４に駆動結合された回転子２
７を備えている。慣性分離器２６の回転子２７は、例えば遠心分離器、または、ディスク
分離器として設計されていてもよい。
【００２２】
　ここに示す一体的な設計では、慣性分離器２６の回転子２７は、電気モータ１の回転子
４の回転子シャフト２２に対して回転しないように接続されている。慣性分離器２６の分
離器筐体２８は、未処理空間２９を取り囲んでおり、この未処理空間２９に、被分離不純
物、すなわち、この場合は油が分離され、収集され、除去される。ここに示す一体的な設
計では、分離器筐体２８は、図のようにネジ３０によって、または、他の適切な取付手段
によって筐体底９に直接取り付けられている。筐体底９は、分離器筐体２８の電気モータ
１に対向する側に設けられている。したがって、未処理空間２９は、露受皿すなわち軸受
支持部２１へ向かって開口し、それゆえ、流出口２４および最終的には回転子空間１２へ
向かって開いている。
【００２３】
　したがって、電気モータ１および／または慣性分離器２６の動作中に、未処理空間２９
において分離された油は、軸受支持部２１すなわち露受皿にまず集まり、次に、油が相応
の液位になったら、流出口２４から溢れて回転子軸受２０を通り回転子空間１２へ流れる
ことができる。同時に、回転子軸受２０の自動的な潤滑が確実なものとなる。油は、固定
子空間１１を通る流出口導管１５を介して、回転子空間１２から除去される。したがって
、通常の動作状態においては、油は固定子空間１１に浸透し得ない。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、唯一の図であり、本発明の電気モータの非常に簡単化した縦断面図であ
る。
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